
����

かると

▼
日
時　

６
月
４
日
�
か
ら　

日
�
ま
で

25

　

の
毎
週
火
・
木
・
土
曜
日
（
全　

回
）

10

　
　

時　

分
〜　

時　

分

13

30

15

30

▼
場
所　

市
民
プ
ー
ル

▼
対
象　

水
泳
の
初
心
者
で
、
市
内
に
居

　

住
ま
た
は
通
勤
す
る
方

▼
募
集
定
員　
　

人
（
申
込
順
）

50

▼
受
講
料　
　

円
（
保
険
料
含
む
）

950

※
受
講
料
は
、
５
月　

日
�
ま
で
に
市
民

24

　

プ
ー
ル
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
ち
物　

水
着
、
ス
イ
ミ
ン
グ
キ
ャ
ッ

　

プ
、
バ
ス
タ
オ
ル

▼
申
し
込
み　

５
月　

日
�
か
ら　

日
�

11

24

　

ま
で
の
（
月
曜
日
を
除
く
）　

時
か
ら

13

　
　

時
ま
で
に
電
話
で
市
民
プ
ー
ル
（
�

17

　

○８５
 

５
５
８
８
）

▼
月
日　

６
月
３
日
�
・
６
日
�
・　

日
10

　

�
・　

日
�
・　

日
�

13

17

▼
時
間　
　

時　

分
〜　

時　

分

18

30

20

30

▼
場
所　

婦
人
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
定
員　
　

人
（
申
込
順
）

20

▼
対
象　

市
内
に
居
住
ま
た
は
通
勤
す
る

　
　

歳
以
上
の
方

20
▼
内
容　

初
級
英
会
話（
日
常
的
な
会
話
）

▼
受
講
料　
　

円
500

▼
講
師　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ア
ス
キ
ュ
ー

　

さ
ん
（
登
別
市
英
語
指
導
助
手
）

▼
持
ち
物　

筆
記
用
具

▼
申
し
込
み　

５
月
７
日
�
の
９
時
か
ら

　

５
月　

日
�
の　

時
ま
で
に
（
土
・
日

14

17

　

曜
日
を
除
く
）
電
話
で
文
化
・
ス
ポ
ー

　

ツ
振
興
財
団
（
�
○８８
 

１
１
１
６
）

▼
対
象　

市
内
の
各
種
団
体

▼
配
布
日
時　

６
月　

日
�　
　

時
〜　

21

10

12

　

時
▼
配
布
場
所　

市
民
会
館
裏
駐
車
場

▼
苗
の
種
類　

ベ
ゴ
ニ
ア
、
サ
ル
ビ
ア
、

　

マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド

▼
金
額　

１
団
体
５
千
円
（
１
団
体
に　
１２０

　

株
配
布
し
ま
す
）

▼
申
込
方
法　

５
月　

日
�
か
ら
５
月　

20

24

　

日
�
ま
で
に
、
企
画
課
に
備
え
付
け
の

　

申
込
用
紙
に
記
入
の
上
、
現
金
を
添
え

　

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ　

企
画
課
（
�
○85
 

１
１
２

　

２
）
ま
た
は
登
別
市
民
憲
章
推
進
協
議

　

会
事
務
局
・
前
田
さ
ん
（
�
○85
 

１
５
３

　

０
）

　

不
動
産
の
譲
渡
、
相
続
・
贈
与
の
税
金
、

パ
ー
ト
で
働
い
た
と
き
の
税
金
、
住
宅
を

取
得
し
た
場
合
の
還
付
金
な
ど
、
税
金
に

関
す
る
相
談
を
、
札
幌
国
税
局
税
務
相
談

室
苫
小
牧
分
室
税
務
相
談
官
が
無
料
で
お

受
け
し
ま
す
。

▼
日
時　

5
月　

日
�　
　

時
〜　

時

31

10

15

▼
場
所　

鉄
南
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
問
い
合
わ
せ　

札
幌
国
税
局
税
務
相
談

　

室
苫
小
牧
分
室

　
　
　
　

（
�
０
１
４
４
○36
 

６
６
１
１
）

▼
試
験
日
時　

８
月　

日
�　
　

時　

分

29

13

30

　

〜　

時
１６

▼
場
所　

ホ
テ
ル
セ
ピ
ア
ス
花
壇
（
室
蘭

　

市
入
江
町
１－

　

）
１２

▼
試
験
科
目
と
試
験
方
法　

食
文
化
概
論
、

　

衛
生
法
規
、
公
衆
衛
生
学
、
栄
養
学
、

　

食
品
学
、
食
品
衛
生
学
、
調
理
理
論
に

　

つ
い
て
筆
記
試
験

▼
受
験
資
格　

中
学
校
を
卒
業
し
、
多
数

　

人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与

　

す
る
施
設
や
営
業
に
お
い
て
平
成　

年
14

　

５
月　

日
�
ま
で
に
２
年
以
上
調
理
の

31

　

業
務
に
従
事
し
た
方

▼
提
出
書
類　

受
験
願
書
１
部
、
受
験
者

　

整
理
カ
ー
ド
１
部
（
受
験
者
整
理
カ
ー

　

ド
に
は
、
出
願
前
３
カ
月
以
内
に
脱
帽

　

し
て
、
正
面
上
半
身
を
撮
影
し
た
写
真

　

を
張
り
付
け
る
）

※
受
験
願
書
と
整
理
カ
ー
ド
は
、
室
蘭
保

　

健
所
に
備
え
て
い
ま
す
。

▼
受
付
期
間　

５
月　

日
�
〜　

日
�

27

31

※
郵
送
の
場
合
は
、
５
月　

日
�
ま
で
の

31

　

消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
し

　

ま
す
。

▼
受
験
手
数
料　

６
千　

円
に
相
当
す
る

550

　

額
面
の
北
海
道
収
入
証
紙

※
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に

　

張
り
付
け
、
印
章
ま
た
は
署
名
に
よ
り

　

消
印
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
先　

室
蘭
保
健
所
（
〒　

－

８
５

051

　

５
５　

室
蘭
市
幸
町
９－

　

）
11

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
保
健
所

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○22
 

９
１
３
１
）

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の

所
有
（
使
用
）
者
に
納
め
て
い
た
だ
く
道

税
で
す
。
納
税
通
知
書
は
、
５
月　

日
�

10

に
発
送
し
ま
す
。

　

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ　

胆
振
支
庁
課
税
課

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○22
 

９
１
３
１
）

　

納
税
は
社
会
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
す
。

　

日
ご
ろ
か
ら
納
税
の
た
め
の
資
金
手
当

や
納
付
の
期
限
に
十
分
注
意
し
、
期
限
内

に
申
告
・
納
付
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

　

特
に
、
消
費
税
と
地
方
消
費
税
は
、
最

終
的
に
は
消
費
者
が
負
担
す
る
預
り
金
的

性
格
を
有
す
る
税
で
す
。
期
限
内
に
必
ず

納
付
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

納
付
の
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な

い
場
合
は
、
本
税
と
は
別
に
延
滞
税
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
期
限
内
に
納
付
が
で
き
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
税
務
署

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○22
 

４
１
５
１
）

税
務
相
談
を
開
催
し
ま
す

婦
人
水
泳
教
室
の
受
講
者
を

募
集
し
ま
す

〜
文
化
･
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
主
催
〜

初
心
者
英
会
話
教
室
を

開
催
し
ま
す

〜
文
化
･
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
主
催
〜

〜
登
別
市
民
憲
章
推
進
協
議
会
主
催
〜

『
花
い
っ
ぱ
い
運
動
』
の

花
の
苗
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

平
成　

年
度
調
理
師
試
験
の

１４

お
知
ら
せ

自
動
車
税
の
納
期
限
は

５
月　

日　

で
す

３１

（金）

消
費
税
と
地
方
消
費
税
の

納
税
は
期
限
内
に


